
特 定 非 営 利 活 動 法 人 北 広 島 市 ス ポ ー ツ 協 会 表 彰 規 程  

 

平成 27 年４月１日施行 

令和２年１月 31 日改正 

令和３年５月 19 日変更 

令和６年 10 月 16 日改正  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 規 程 は 、 ス ポ ー ツ 大 会 に お い て 優 秀 な 成 績 を 収 め た 者 及 び  

ス ポ ー ツ の 振 興 に 寄 与 し た 者 の 顕 彰 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め 、 も っ

て ス ポ ー ツ の 振 興 と 普 及 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 

（ 表 彰 の 種 類 及 び 基 準 ）  

第 ２ 条  特 定 非 営 利 活 動 法 人 北 広 島 市 ス ポ ー ツ 協 会 （ 以 下 「 ス ポ ー ツ 協  

会 」 と い う 。 ） が 、 ス ポ ー ツ 大 会 に お い て 優 秀 な 成 績 を 収 め た 者 及 び  

ス ポ ー ツ の 振 興 等 に 寄 与 し た 者 に 対 し て 行 う 表 彰 は 、 次 の 各 号 の と お  

り と す る 。  

 ( 1 )  ス ポ ー ツ 奨 励 賞  

 ( 2 )  ス ポ ー ツ 功 労 賞  

(3 )  周 年 事 業 に お け る 特 別 表 彰  

２  前 項 第 １ 号 に 規 定 す る 表 彰 基 準 は 、 別 表 第 １ の と お り と す る 。   

３  前 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 表 彰 基 準 は 、 別 表 第 ２ の と お り と す る 。   

４  前 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 表 彰 基 準 は 、 別 表 第 ３ の と お り と す る 。   

 

（ 推 薦 ）  

第 ３ 条  前 条 に 規 定 す る 表 彰 の 対 象 と な る 者（ 以 下「 候 補 者 」と い う 。）

を 推 薦 し よ う と す る 者 は 、 毎 年 ス ポ ー ツ 協 会 が 指 定 す る 期 日 ま で に 、

特 定 非 営 利 活 動 法 人 北 広 島 市 ス ポ ー ツ 協 会 表 彰 候 補 者 推 薦 書（ 別 記 第

１ 号 様 式 ） を ス ポ ー ツ 協 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 条 第 １ 項 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 の 候 補 者 は 、表 彰 し よ う と す る 年 の ４

月 １ 日 前 １ 年 間 に お い て 、別 表 第 １ 及 び 第 ２ に 規 定 す る 基 準 に 該 当 し

た 者 と す る 。 前 条 第 １ 項 第 ３ 号 の 候 補 者 は 、 別 表 第 ３ に 規 定 す る 基 準

に 該 当 し た 者 と す る 。  

 

（ 受 賞 者 の 決 定 ）  

第 ４ 条  第 ２ 条 第 １ 項 各 号 の 受 賞 者 は 、 理 事 会 に お い て 決 定 す る 。  
 

（ 表 彰 の 時 期 ）  

第 ５ 条  第 ２ 条 第 １ 項 各 号 に 規 定 す る 各 賞 の 表 彰 は 、賞 状 及 び 記 念 品 を

贈 り 、 会 長 が 行 う 。  

２  表 彰 は 、 毎 年 ５ 月 に 行 う 。 た だ し 、 特 別 の 事 情 が あ る と き は 、 変 更

す る こ と が で き る 。  

 

（ 表 彰 対 象 者 の 制 限 ）  

第 ６ 条  第 ２ 条 第 １ 項 各 号 の 表 彰 を 受 け た 者 は 、 再 度 当 該 表 彰 の 対 象 と  

し な い も の と す る 。 た だ し 、 団 体 に あ っ て は 、 該 当 受 賞 後 登 録 選 手 の

３ 分 の ２ 以 上 に 変 更 が あ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

 
 

（ 受 賞 者 名 簿 ）  

 第 ７ 条  受 賞 者 の 氏 名 、 名 称 そ の 他 必 要 な 事 項 は 、 特 定 非 営 利 活 動 法 人  
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北 広 島 市 ス ポ ー ツ 協 会 表 彰 受 賞 者 名 簿 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ） に 登 録 し 、

保 存 す る も の と す る 。  
 

 （ 委 任 ）  

 第 ８ 条  こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 表 彰 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 理 事   

  会 の 議 決 を 経 て 会 長 が 別 に 定 め る 。  

 

   附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成 27 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

こ の 規 程 は 、 令 和 ２ 年 １ 月 31 日 か ら 施 行 し 、 平 成 31 年 ４ 月 １ 日 か ら

適 用 す る 。  

附  則  

変 更 後 の 規 程 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 令 和 ６ 年 10 月 16 日 か ら 施 行 す る 。  

 

別 表 第 １ （ 第 ２ 条 関 係 ）  

表 彰 の 種 類  対   象  基   準  

ス ポ ー ツ  

奨 励 賞  

( 1 )ス ポ ー ツ 協 会 加 盟 団 体

に 所 属 し て い る 団 体 及 び

個 人  

(2 )北 広 島 市 ス ポ ー ツ 少 年

団 本 部 に 加 盟 し て い る 団

体 及 び 当 該 団 体 に 所 属 し

て い る 個 人  

 

地 区 予 選 を 経 て 又 は 一 定 の 基 準

に 基 づ く 推 薦 を 受 け て 、 全 道 規

模 以 上 の ス ポ ー ツ 大 会 に 出 場 し

た 個 人 及 び 団 体  

 

別 表 第 ２ （ 第 ２ 条 関 係 ）  

表 彰 の 種 類  基   準  

ス ポ ー ツ  

功 労 賞  

( 1 )ス ポ ー ツ の 振 興 に 10 年 以 上 に わ た っ て 尽 力 し 、功 労 顕 著

な 個 人 又 は 団 体  

(2 )各 種 ス ポ ー ツ 競 技 に お い て 10 年 以 上 に わ た っ て 指 導 を 行

い 、 他 の 模 範 と 認 め ら れ る 個 人  

(3 )北 広 島 市 の ス ポ ー ツ 振 興 の た め に 、 ス ポ ー ツ 協 会 に 寄 付

又 は こ れ に 相 当 す る 行 為 を 行 っ た 個 人 及 び 団 体  

備 考  

１  指 導 歴 の 年 数 は 、 前 年 の ４ 月 1 日 現 在 を 基 準 と す る 。  

２  基 準 第 １ 号 、 第 ２ 号 に つ い て は 、 対 象 年 齢 を 表 彰 す る 年 の ４ 月 １ 日

現 在 で 満 ５ ０ 歳 以 上 の 者 と す る 。  

３  基 準 第 ２ 号 の 指 導 歴 に は 、 審 判 歴 を 含 む 。  

 

別 表 第 ３ （ 第 ２ 条 関 係 ）  

表 彰 の 種 類  基   準  

周 年 事 業 に

お け る  

特 別 表 彰  

 

ス ポ ー ツ 協 会 へ 多 大 な 功 績 が あ り 、 役 員 を 退 い た 個 人  
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